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令和２年度事業計画 

 

  

 人口が減少傾向にある中、令和元年版高齢者白書では、高齢化率が 28.1％と報告さ

れており、秩父市ではすでに 32％を超えている状況から、今後更に高齢化が予想され

ています。60 歳前半の入会者が増えていない状況がある中で、政府が、企業に対し、

従業員の 70 歳までの就業確保に努めるよう求める高年齢者雇用安定法などの改正案

を閣議決定したことから、シルバー人材センターへの入会年齢が上がることが予想さ

れます。センターでは、積極的な事業運営のために、会員の拡大が課題となっていま

す。  

地域社会の大きな期待に応えるため、令和２年度においても中期基本計画に基づき

事業計画を策定し、「自主・自立・共働・共助」の理念のもと、会員・役職員が一丸と

なって事業活動を推進してまいります。 

 

１ 基本方針 

（１）安全・適正就業意識の啓発 

（２）会員の入会促進 

（３）就業機会の開拓 

（４）就業機会の公平な提供 

（５）普及啓発の促進 

（６）各種研修会の開催 

（７）運営体制の強化 

（８）有料職業紹介事業の実施 

（９）派遣事業の実施 

（10）ボランティア活動の推進 

（11）独自事業の実施 

（12）定住自立圏事業の実施 

（13）地域就業機会創出・拡大事業の実施 

（14）健康づくり・フレイル対策 
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２ 実施計画 

（１）安全・適正就業意識の啓発 

   安全就業の推進のため、組織を挙げて安全対策の尚一層の推進を図り、傷害事

故、損害賠償事故０を目指します。安全・適正就業委員会による現場巡回、安全

だよりを随時配布し、安全就業の意識を高めます。 

また、安全及び適正就業研修会の開催により、事故の防止や安全及び適正就 

  業意識を高めることに努めます。 

 

（２）会員の入会促進 

   毎月 10日（休日の場合は翌日）に開催している入会説明会では、全国シルバー

人材センター監修のビデオを上映するとともに、役員によるシルバー人材センタ

ーの事業目的や基本理念、しくみ等を説明し、会員の入会につなげ、中期基本計

画に基づく目標を達成できるよう努めます。また、口コミによる会員入会の促進

も図ります。 

   また、埼玉県シルバー人材センター連合からの委託事業として、就業体験事業

を行い、会員の入会促進につなげます。 

      

（３）就業機会の開拓 

   会員ニーズ及び発注者ニーズに沿って、企業や民間等への個別訪問やちらしの

配布を行い、請負はもとより、派遣事業の開拓にも努めるとともに、新しい就業

分野への開拓に努めます。 

 

（４）就業機会の公平な提供 

   適正就業ガイドラインに沿い、仕事情報を掲載した「通信シルバー秩父」や「お

知らせ」を毎月会員に配布するとともに、各種資料を事務所脇のラック等におい

て情報提供を行います。 

   また、「就業の提供に関する基準」により、ワークシェアリングの推進を図って 

  まいります。 

 

（５）普及啓発の促進 

   シルバー事業の意義を社会に広く周知するとともに、会員獲得を推進するため

効果的な普及啓発活動を実施します。 

  ア 普及啓発月間を中心とした活動 

    「シルバーまつり」の開催、「いきいきフェスティバル」等に参加し、会員の
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手作り品、まんじゅう、野菜等を販売するとともに秩父市シルバー人材センタ

ーの活動内容の周知を図ります。 

  イ 年間を通じた活動 

  （ア）ホームページの活用 

     センターの活動事例、センターの紹介等利用者の視点に立った親しみやす

いホームページとし活用します。 

  （イ）リーフレット等の作成・配布 

     シルバー事業の周知の為、関係団体の協力により、就業開拓及び入会促進

用のリーフレットを作成し配布します。 

  （ウ）各種イベントへの参加 

「他市シルバーまつり」、「芝桜まつり」、「鉄道フェア」等各種団体が開催す

るイベントに積極的に参加し、秩父市シルバー事業の広報活動を実施します。 

  （エ）その他 

    発注者に対するアンケート調査を実施し、満足度調査を行います。 

 

（６）各種研修会の開催 

   会員の安全就業、技能向上、後継者育成並びに利用者にご満足いただけるサー

ビスの提供を図るため、各種研修会を開催いたします。 

 

（７）運営体制の強化 

   理事、監事、委員会の機能強化及び事務局の活性化を図るとともに、派遣事業

の積極的な推進により、自主財源の確保に努め、就業企画の拡大と会員の増強を

図ります。 

 

（８）有料職業紹介事業の実施 

   職業紹介責任者を配置し、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係るものであっ 

  ても、請負・委任になじまない仕事については、有料職業紹介事業として対応し 

  ます。 

 

（９）派遣事業の実施 

   高齢者活用・現役世代雇用サポート事業として、工場内作業、清掃等、福祉・

育児支援分野等人手不足分野等への派遣事業に取り組み、会員の就業拡大につな

げます。 
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（10）ボランティア活動の推進 

   シルバー人材センターにおける社会参加のための重要な活動としてのボランテ

ィア活動を推進します。 

環境美化等の推進を行うための秩父夜祭後の清掃活動をはじめ、地元小学校での

秩父音頭指導、各種イベントへの参加を各地域の団体との連携を図り実施します。 

 

（11）独自事業の実施 

   地域の特性を生かした事業として、シルバー農園事業、手作りまんじゅう、手

作り作品販売の事業を継続し、拡大していきます。 

 

（12）定住自立圏事業の実施 

   地域に貢献する子育て支援事業として、１市４町からファミリー・サポート・

センター事業を受託します。また、秩父市からは産前・産後サポート・センター

事業についても受託します。 

 

（13）地域就業機会創出・拡大事業の実施 

   成長が期待される請負就業分野（新総合事業関連、空き家関連事業）について、

引き続き実態の把握及び情報の収集を行い、事業の拡大を促進します。 

 

（14）健康づくり・フレイル対策 

   働き方改革実行計画に掲げられている健康づくり、フレイル対策に関連し、  

フレイル（虚弱）予防教室事業を継続して行い、会員の就業拡大を図ります。 

    

 

 

 

 


